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研
究
雑
話
(
問
)

藤

井

力

夫

フ
ラ
ン
ス
の
障
害
者
教
育
・
福
祉
事
情
(
四
)
最
低
賃
金
の
保
障
と
法
定
雇
用
実
現
の
方
策

(
特
殊
教
育
委
員
会
)
、
C
O
T

(
進
路
指
導
職
業
斡
旋
技
術
委
員
会
)
の
構
成

メ
ン
バ
ー
、
審
査
内
容
及
び
意
義
申
し
立
て
の
方
法
に
つ

い
て
お
話
し
ま
し
た
.
各
人
に
あ
っ
た
教
育
と
労
働
の
提

供
.
学
校
教
育
で
は
な
ん
と
か
な
る
と
し
て
も
、
卒
業
後

の
就
労
の
場
の
保
障
と
な
る
と
と
て
も
困
難
.
委
員
会
で

い
く
ら
検
討
し
て
も
、
そ
の
揚
が
な
け
れ
ば
な
ん
に
も
な

ら
な
い
.
な
ぜ
可
能
な
の
か
.
ど
の
よ
う
に
解
決
し
よ
う

と
し
て
い
る
の
か
.
今
回
は
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
障
害

者
雇
用
を
め
ぐ
っ
て
二
つ
お
脅
し
た
い
.

(
二
.
表
A
は
、
最
低
賃
金
の
保
障
の
た
め
の
企
業

の
支
出
と
国
の
補
填
の
割
合
を
示
す
.
障
害
者
雇
用
の
構

造
が
理
解
で
き
る
.
一

般
企
業
へ
の
就
労
と
保
護
労
働
施

設
で
の
作
業
.
前
者
は
稼
得
能
力
の
減
退
の
程
度
に
従
い

O

%

一
O
%
、

三
O
%
そ
れ
ぞ
れ
固
か
ら
補
填
さ
れ、

最
低
賃
金
が
保
障
さ
れ
る
.
最
低
賃
金
は
当
時
で
四
三

一

六
フ
ラ
ン
、
約
一

，
万
円
.
後
者
は
、
肢
体
不
自
由
等
を

中
心
と
す
る
保
護
工
場
(
A
F
)
と
知
的
障
害
を
中
心
と

す
る
労
働
援
護
セ
ン
タ
ー
〔
C
A
T
}
で
、
一
ニ
和
荘
は
こ

れ
に
相
当
す
る
.
表
B
は
‘
実
際
ど
の
よ
う
に
賃
金
が
払

わ
れ
て
い
る
の
か
、
フ
ラ
ン
ス
に
い
た
時
に
調
査
し
た
も

の
.
私
の
い
た
研
究
所
の
と
な
り
町
に
あ
る
作
業
所
(
C

A
T
)

で
、
「
未
来
」
と
名
付
け
ら
れ
た
施
設
.
通
所
一

四
品
、
入
所
三一

名
.
職
種
は
レ
ス
ト
ラ
ン
(
八
名
)
、

ク
リ
!
こ
ン
グ
(
一
一
名

て

木

工

箱

折

り

前
回
は

C
D
E
S
 

O
R
E
P
 

(
八
名
)
、

(λ
名
)
、
包
装
(
一
O
名
)
.
計
四
玉
名
‘
内
、
七
名
は

見
習
い
期
間
で
無
給
.
他
の
=一
八
名
は
表
記
の
よ
う
な
割

合
で
最
低
賃
金
の
七
O
%
の
人
を
例
に
説
明
す
る
と
、
施

設
か
ら
支
払
わ
れ
る
基
本
給
は
六
五

0
フ
ラ
ン
(
日
本
円
、

当
時
約

一
万
六
千
円
)
で
、
残
り
の
二
三
七
一
フ
ラ
ン

(
約
六
万
円
}
が
固
か
ら
補
填
さ
れ
る
.
と
れ
は
基
本
給

が
最
低
賃
金
の

一
五
%
に
該
当
す
る
場
合
で
、
こ
れ
以
上

の
人
に
は
報
奨
金
が
加
算
さ
れ
て
い
く
仕
組
み
に
な
っ
て

い
る
.

一
九
八
七
年
七
月
被
用
者
二
O
人
以
上
の

企
業
に
対
し
て
、
障
害
労
働
者
の
法
定
義
務
雇
用
率

一
O

%
か
ら
六
%
に
下
げ
る
代
わ
り
に
罰
則
規
定
を
強
化
.
同

時
に
次
の
三
つ
の
部
分
的
、
全
般
的
な
代
替
え
措
置
が
認

め
ら
れ
る
.
日
本
の
場
合
、
民
間
企
業
の
一
六
%
か
ら

公
共
団
体
非
現
業
ニ
.
O

%
.

第
一
.
労
働
施
設
と
の
下
請
け
契
約
を
結
ぶ
場
合
は
、

雇
用
義
務
の
一
部
が
免
除
.
た
だ
し
‘
上
限
は
雇
用
義
務

の
半
分
、
三
%
ま
で
.
保
護
施
設
に
与
え
る
仕
事
の
量
に

比
例
.
仕
事
に
要
す
る
通
常
の
被
用
者
数
が
そ
の
ま
ま
障

害
労
働
者
を
雇
用
し
た
と
見
な
さ
れ
る
.

第
二
.
熱
意
は
あ

っ
て
も
法
定
義
務
雇
用
率
を
達
成
で

き
な
い
企
業
に
対
し
て
、
障
害
者
の
雇
用
計
画
、
職
業
訓

練
、
技
術
的
変
化
へ
の
対
応
等
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
労
使
双

方
で
締
結
さ
せ
る
.
締
結
し
た
企
業
に
は
障
害
者
を
雇
用

{ 

} • 

し
て
い
く
現
実
的
な
意
志
が
あ
る
も
の
と
解
釈
、
雇
用
義

務
が
全
面
的
に
免
除
さ
れ
る
.

第
三
.
障
害
者
職
業
編
入
振
興
基
金
へ
の
拠
出
の
支
払

い
.
企
業
規
模
と
達
成
さ
れ
て
い
な
い
雇
用
者
数
に
応
じ

て
、
障
害
者
職
業
編
入
援
興
基
金
に
釦
出
金
を
文
払
う
こ

と
で
免
除
.
た
と
え
ば
、
ご
O
人
か
ら

一
九
九
人
の
企
業

で
は
未
達
成

一
人
あ
た
り
最
低
賃
金
の
三
O
O
倍
、
八
三

五
二
フ
ラ
ン
.
報
告
義
務
等
違
反
が
あ

っ
た
場
合
に
は
さ

ら
に
二
五
%
増
額
の
罰
則
規
定
。

(
北
海
道
教
育
大
学
助
教
授
)
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表 8

企蕗の支払 国の浦胤 品低黄金 (SItIC)

" 金
，. 

z障問能力倒情な し IOOU;.Ll二 lOO;以 上

2樟尚能力 101m団 90%以上 10% lIlOU:'Cヒ
J:f竃隅能力 201m惜 804.1.1.止こ 20% IOO:J，;.t止ニ
'"見習い廻閣 50%J，.:.t.l二 30% 自由%J，.:.tjニ

保z担保労働部門
よ畳 ヱ 喝 m以上 s7% 90-130% 

主労働a助セ ン 宇 一 (.) 15%.t.:.I.J:ニ 55-0)% 711-110% 

(b) 1-15% 55% 56- 1()% 

企業向支払と田町循 積町鯛合..，存者の級低賃金 保隙表 A


